
児童福祉司の任用資格取得過程 

児童福祉司 

児童福祉司任用資格 

都道府県等による任用 

都道府県 

知事の指定
する養成校
を卒業 

 
又は 

 

都道府県 

知事の指定
する講習会
の課程を 
修了した者 

第１３条 
第２項第１号 

第１３条 
第２項第２号 

大学（大学院、
外国の大学含
む（※） ）にお
いて、 
心理学、 
教育学、 
社会学を 
専修し卒業 

指定施設で 
1年以上 
相談援助 
業務に従事 

第１３条第２項第３号 
及び３号の２ 

医師 
社会福祉士 
精神保健 
福祉士（※） 

 

第１３条第２項
第４号 

社会福祉主事 

社会福祉
主事として
２年以上 

児童福祉
事業に 
従事 

第１３条第２項第５号 

助産師 
教員（１種） 
保健師 

指定施設 
で1年以上 
相談援助 
業務に従事 

指定講習会 
の課程を 
修了 

看護師 
保育士 

教員（２種） 

指定講習会
の課程を 
修了 

指定施設 
で２年以上 
相談援助 
業務に従事 

 
社会福祉 
主事たる 

資格を得た後 

以下の合計が２年
以上 

 
社会福祉 
主事として 
児童福祉 
事業に従事 

＋ 
児童相談所所員 

 

社会福祉
主事たる
資格を 
得た後 

３年以上
児童福祉
事業に 
従事 

児童 
指導員 

指定施設で
２年以上 
相談援助 
業務に従事 

指定講習会
の課程を 
修了 

※第13条第２項第５号に該当。 

指定講習会 
の課程を 
修了 

指定講習会 
の課程を 
修了 

指定講習会 
の課程を 
修了 

任用後の研修受講を義務化 

児童福祉司スーパーバイザー 

児童福祉司スーパーバイザーの研修を義務化 

５年以上の児童福祉司経験者 

資料２ 


